
 

 

   

 
基本方針 

・全国豊かな海づくり大会は、国民体育大

会などと並ぶ国民的行事の一つで、天皇

皇后両陛下の御臨席が恒例となっていま

す。 

・三重県では、昭和 59 年に第４回大会が

現在の志摩市浜島町で開催されて以来、

２回目となります。 

海づくり大会ってなに 大会の目的 

・「水産資源の保護・管理や海などの環境

保全に対する意識向上、水産業の振興

と発展」を目的に全国各地で継続して開

催されています。 

・大会を通じて、本県の水産業等の魅力

を全国に発信するとともに、豊かな海を

育んでいきます。 

開 催 意 義 

 

・豊かな海の再生に取り組む本県の姿を全

国に発信するとともに、水産資源を守り

育てる取組をさらに推進する絶好の機会

となります。 

・本県の豊かな海や河川といった自然環境

の保全に対する県民の意識向上を図るこ

とができます。 

 

１ 持続的な水産業の次世代への継承 

海域ごとに特色ある豊かな漁場に恵まれている本県において、漁業が将来にわた

って継続的に営まれ、次の世代に継承されていく大会とします。 

２ 豊かな海や河川の恵みを享受するための水域環境の保全 

豊かな海や河川を次代に引き継いでいく大会にします。 

３ 多彩な魅力あふれる「美し国みえ」の発信 

美し国として知られ、海・山の食材に恵まれた本県が有する多彩な魅力を存分に感

じられる大会とします。 

 基 本 方 針 

・本県の農林水産物や自然、歴史、文化

等、本県が有する魅力を全国に広く発信

します。 

・水産資源の保護・管理や自然環境を守

っていくことの重要性の周知を通じて、

水産業の持続的な発展と豊かな海や河

川が次世代へ引き継がれていくことを

めざします。 

基 本 理 念 

詳細は以下のページをご確認ください。 



 

 

第 44回全国豊かな海づくり大会基本構想 

 

１ 三重県の特色 

日本のほぼ中央の太平洋側に位置する三重県は、紀伊半島東部に沿って南北約

170km、東西約 80kmと南北に細長く、伊勢平野をはじめとする平野部、鈴鹿山脈や青

山高原などの高地、伊賀盆地などの低地と変化に富む地形を呈しています。県北部の

東側には内湾の伊勢湾が広がり、西側には鈴鹿山脈、布引山地が連なっています。県

南部の東側はリアス海岸を有する志摩半島から黒潮の影響を強く受ける熊野灘へと

続き、西側には紀伊山地が連なるなど、多様な自然環境を有します。当地は、温暖な

気候も相まって古来から海・山の幸に恵まれ、日本書記において、美し国（うましく

に)と称されています。気候や風土、文化や歴史などから、北勢、中南勢、伊賀、伊勢

志摩および東紀州の５つのエリアに区分されており、地域ごとに特色ある伝統産業や

農林水産業が営まれています。 

 

２ 三重県の水産業

三重県は、静穏で遠浅の砂浜が広がる伊勢湾地域、陸水と外洋水が混じりあう伊勢

湾口およびリアス海岸を有する鳥羽・志摩地域、黒潮の影響を強く受ける熊野灘地域

と、特性の異なる海域を有し、様々な漁業が営まれています。 

伊勢湾地域では、採貝、底びき網、船びき網などの漁船漁業で、アサリやハマグリ、

カレイやエビ類、イワシ類、サワラ等が漁獲されるほか、養殖業では、黒ノリや青ノ

リ、ワカメが養殖されています。 

鳥羽・志摩地域では、一本釣りやはえ縄、刺し網などの漁船漁業で、カツオやトラ

フグ、イセエビ等が漁獲されるほか、伝統的な海女漁業が営まれ、アワビやサザエ等

が採捕されています。また、英虞湾をはじめとする周辺の内湾では、本県が技術発祥

の地である真珠をはじめカキや青ノリ等の養殖が盛んに行われています。 

熊野灘地域では、まき網、定置網、棒受網などの漁船漁業によりサバ類などの多獲

性浮魚類やブリ等が漁獲され、静穏な浦々の湾内では、マダイやマハタ等の魚類や青

ノリ養殖が営まれています。 

このように本県では、多種多様な水産物が漁獲・生産されており、漁業総生産量は

全国第８位、総産出額では全国第 10 位となっています。県内に水揚げされた水産物

は、県内外に出荷されています。また、水産加工業を含む本県の水産業は、水産物の

安定供給はもとより、観光業等の幅広い産業と密接に連携した地域経済の発展、漁村

文化や漁村コミュニティの形成等にも大きく貢献しています。 

 

 



 

 

 県では、このような本県の漁業が将来にわたり持続的に行えるよう、ＡＩ・ＩＣＴ

等のスマート技術を活用した養殖業の展開や科学的知見を踏まえた資源管理、効果的

な栽培漁業を推進するとともに、漁場の改善や整備などにも取り組んでいます。また、

県内河川では、アユやアマゴを対象とした内水面漁業が行われており、生態系保全や

河川環境の維持、自然の大切さを学べる交流の場の提供など将来にわたり内水面にお

ける多面的機能が発揮されるための取組を進めています。 

 

３ 開催意義  

三重県では、昭和 59年 10月に志摩郡浜島町（現：志摩市浜島町）において、「第

４回全国豊かな海づくり大会」を開催しました。皇太子同妃両殿下をお迎えして開催

したこの大会を契機に、県内では、漁業関係者が一丸となって栽培漁業の推進・定着、

種苗生産・放流技術の向上、種苗生産施設の整備などに取り組んできました。また、

稚魚育成のための漁場整備や漁業者による資源管理の実践など、豊かな海づくりに向

けた取組も推進してきました。このような中、本県の漁業者が実施している「愛知県、

静岡県の漁業者や国などの研究機関と連携して伊勢・三河湾系群のトラフグを対象に

資源管理や種苗放流を広域で実践する取組」や、「アラメ場再生に向けたアラメ植栽

方法や食害防止ネットの設置等の環境再生・修復技術を確立させ、農林水産祭天皇杯

を受賞した取組」は、豊かな海づくりに向けた活動として高い評価を得ています。 

しかし、近年は、伊勢湾における水質規制等により水質改善がみられる一方、窒素

やリン等の栄養塩類の不足による黒ノリ養殖の色落ちが問題となっています。また、

志摩半島以南の熊野灘では、気候変動や観測史上最長となっている黒潮大蛇行等に伴

う海水温上昇により藻場の減少が進んでおり、アワビやイセエビ等の漁獲に影響を及

ぼすなど、漁場生産力が低下しています。 

これらの環境変化により低下した漁場生産力を回復させ、豊かな海を再生するた

め、本県では、令和２年 10 月に策定した「三重県水産業及び漁村の振興に関する基

本計画」に基づき、気候変動に対応した新たな養殖品種の開発や養殖水産物のブラン

ド化の取組、伊勢湾における栄養塩類不足の改善に向けた取組を開始しています。ま

た、漁業関係者による森づくり、海女等が主体となった藻場再生やアワビ資源増殖な

ど、漁業者が主体となった取組を推進するとともに、科学的知見を踏まえた新たな資

源管理や効果的な栽培漁業、藻場・干潟造成にも取り組んでいます。 

 

 このような中、「全国豊かな海づくり大会」を再び三重県で開催することは、豊か

な海の再生に取り組む本県の姿を全国に発信するとともに、水産資源を守り育てる取

組をさらに推進する絶好の機会となります。また、大会や関連イベントを通じて、三

重県の豊かな海や河川といった自然環境の保全に対する県民の意識向上を図ること

ができます。さらに、多彩な県産農林水産物の魅力や歴史・文化を全国に発信するこ

とで、県内外からの観光客誘致を促進できます。 



 

 

４ 基本理念 

 三重県の多彩な農林水産物や自然、歴史、文化等、本県が有する魅力を全国に広く

発信することで、地域の活性化を図るとともに、大会開催を通じ、水産資源の保護・

管理、海や河川などの水域環境保全、自然環境を守っていくことの重要性を県内外へ

広く周知し、水産業の持続的な発展と豊かな海や河川が次世代へ引き継がれていくこ

とをめざします。 

 

５ 基本方針 

（１） 持続的な水産業の次世代への継承 

  海域ごとに特色ある豊かな漁場に恵まれ、古くから伝統的な海女漁業や三重県が

技術発祥の地である真珠養殖業など、多種多様な漁業が営まれている本県において、

漁業が将来にわたって継続的に営まれ、次の世代に継承されていく大会とします。 

 

（２） 豊かな海や河川の恵みを享受するための水域環境の保全 

伊勢湾の栄養塩類不足による黒ノリの色落ちや気候変動に伴う海水温上昇によ

る藻場の減少など、私たちの生活が自然環境に与える影響への認識を県民や国民が

深め、豊かな海や河川を次代に引き継いでいく大会にします。 

 

（３） 多彩な魅力あふれる「美し国みえ」の発信 

いにしえより美し国として知られ、現在も「伊勢まだい」や「桑名のはまぐり」、

「松阪牛」など海・山の食材に恵まれ、地域ごとに特色ある農林水産物や自然、文

化、歴史を全国に発信し、本県が有する多彩な魅力を存分に感じられる大会としま

す。 

 

６ 大会の概要 

（１）名称 

第 44 回全国豊かな海づくり大会 ～美し国みえ大会（仮称）～ 

（２） 主催 

 豊かな海づくり大会推進委員会 

第 44 回全国豊かな海づくり大会三重県実行委員会 

（３） 開催時期 

  令和７年秋季（土曜日・日曜日の２日間） 

（４） 開催場所 

 式典行事     ：志摩市阿児アリーナ（志摩市） 

 海上歓迎・放流行事：宿田曽漁港（南伊勢町） 



 

 

（５） 行事内容 

①式典行事 

豊かな海づくり活動功績団体表彰、最優秀作文の発表、漁業後継者の意思表明、

大会決議など 

②海上歓迎・放流行事 

漁船などによる海上歓迎パレード、種苗（稚魚）放流など 

③歓迎レセプション 

本県農林水産物の食材によるおもてなしなど 

④関連行事 

各種コンクール優秀作品の展示、企画展示・特産品販売など  

（６） 大会テーマ等 

  公募により決定 


